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回答書 

 

令和８年４月１４日  

都市計画課  

No. 対象資料・該当箇所 質 問 事 項 回 答 

１ 

募集要項 ２つの計画業務委託は、片方だけでの提案でもよ

ろしいのでしょうか 

富士見市立地適正化計画策定支援業務委託及び富士見市

地域公共交通計画策定支援業務委託プロポーザル実施要

領（以下「プロポーザル実施要領」という。）の 18その

他留意事項（１）にて、「本プロポーザルに参加するに当

たり、富士見市立地適正化計画策定支援業務委託と富士

見市地域公共交通計画策定支援業務委託の双方に参加申

込みしなければならないものではない。」と定めているた

め、お見込みのとおり片方のみの提案とすることは可能

です。 

２ 

募集要項 ２つ同時提出でないといけないならば設計共同

体での参加は可能でしょうか 

No.１の回答のとおり、富士見市立地適正化計画策定支援

業務委託と富士見市地域公共交通計画策定支援業務委託

の双方に参加申込みしなければならないものではありま

せんので、片方のみの提案とすることは可能です。 

なお、設計共同体での参加は認めていません。 

３ 

プロポーザル実施要領  

５ 参加資格(p3,4) 

立地適正化計画策定支援業務の管理技術者また

は照査技術者と、地域公共交通計画策定支援業務

の管理技術者または照査技術者を兼務すること

は問題ございませんでしょうか。 

プロポーザル実施要領の 5参加資格（１）及び（２）の

№８にて、同一の計画策定支援業務委託の中で、「管理技

術者、照査技術者及び担当技術者はそれぞれを兼ねるこ

とができない」としていますが、富士見市立地適正化計

画策定支援業務委託と富士見市地域公共交通計画策定支

援業務委託の中で管理技術者または照査技術者を兼務す

ることは可能です。 
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４ 

プロポーザル実施要領  

11 企画提案書等の提出 

(p6,7) 

様式第 7-1 号、第 7-2 号に記載する業務実績に

ついては、契約書やテクリスの写しの添付は不要

でしょうか。 

様式第 7-1 号、第 7-2 号に記載する業務実績について

は、契約書や業務実績情報システム（以下「テクリス」

という。）の写しの添付は不要です。 

なお、様式第 3-1 号、第 3-2 号については、テクリス

の写しを添付することを求めています。 

※テクリスの写しがない場合は、契約書及び業務完了を

証する書類の写しを添付してください。 

５ 

プロポーザル実施要領  

11 企画提案書等の提出 

(p7,8) 

企画提案書の作成にあたって、直近数年間の民間 

路線バスの系統別の利用者数データを事前にい

ただくことは可能でしょうか。 

民間路線バスの利用者数データは市が保有していないた

め、提供できません。 

６ 

プロポーザル実施要領  

12 プレゼンテーション・  

ヒアリング(p9) 

プレゼンテーション・ヒアリング審査について、

審査実施者の人数と構成をご教示いただけます

でしょうか。 

審査委員会の委員は５名であり、構成は次のとおりです。 

委員長：都市整備部長 

委 員：危機管理課長 

委 員：政策企画課長 

委 員：福祉政策課長 

委 員：道路治水課長 

７ 

プロポーザル実施要領  

12 プレゼンテーション・  

ヒアリング(p9) 

プレゼンテーションについては、15分間の中で地 

域公共交通計画及び立地適正化計画に関する内

容を両方説明するという認識でよろしいでしょ

うか。 

計画策定支援業務委託ごとにプレゼンテーション・ヒア

リングを実施するため、15分間の中で両方の計画策定支

援業務委託について説明を求めるものではありません。 
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８ 

立地適正化計画  

仕様書 13 業務内容  

準防火地域指定に係る 

基礎調査業務  

(13) 基本情報の整理 

 (p6) 

「イ 不燃領域率」の算出に必要な、『短辺または 

直径および面積がわかる水面・公園、運動場・学

校・ 一団の施設等』のデータ、『幅員 6m 以上の

道路面積』がわかるデータ、『各町丁目面積』デー

タ、『耐火造建物建築面積』および『全建物建築面

積』がわかるデータについては、GISデータでご

提供いただけるという認識でよろしいでしょう

か。 

現時点においては GISデータで提供することは想定して

いませんが、貸与の際には改めて関係課と調整し、提供

するデータ形式を決定します。 

９ 

立地適正化計画  

仕様書 13 業務内容  

準防火地域指定に係る  

基礎調査業務  

(13) 基本情報の整理 

 (p6) 

「ウ 火災リスクの評価」に用いる延焼クラスタ 

ー手法の具体的な検証方法については、受託者の 

提案という認識でよろしいでしょうか。 

延焼クラスターは、内閣府防災担当による『「地震時等の

電気火災の発生・延焼等の危険解消に取り組むべき地域」

の指定に関する参考データ取扱いマニュアル』（平成３０

年３月）に基づいて算定するものとしますが、具体的な

検証方法については、受託者の提案を踏まえて調整しま

す。 

※対象資料・該当箇所、質問事項は、基本的に原文のままとしています。 


